
総合事業
（介護予防・生活支援サービス事業）
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令和５年度雲南広域連合
指定事業所集団指導資料

＜令和６年３月＞

全サービス共通事項および地域密着型サービス共通事項は
資料No.1でご確認ください
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総合事業（介護予防ケアマネジメント・訪問型・通所型サービス）

介護予防ケアマネジメント、訪問型・通所型の従前の予防給付相当サービスに
ついては基本報酬および加算、ともに国の基準に基づいて実施します。

介護予防ケアマネジメント

〈その他令和６年度介護報酬改定に準じた見直し〉

高齢者虐待防止の推進、業務継続計画未策定事業所に
対する減算の導入



総合事業（訪問型 従前の予防給付相当サービス）
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〈その他令和６年度介護報酬改定に準じた見直し〉
高齢者虐待防止の推進、業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入、同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
選択的サービス複数実施加算の見直し、口腔管理に係る連携の強化、介護職員の処遇改善

基本報酬
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総合事業（訪問型 従前の予防給付相当サービス／加算・減算）

令和６年４月時点 令和６年６月時点



総合事業（通所型 従前の予防給付相当サービス）
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〈その他令和６年度介護報酬改定に準じた見直し〉
高齢者虐待防止の推進、業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入、通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化
選択的サービス複数実施加算の見直し、科学的介護推進体制加算の見直し、介護職員の処遇改善

基本報酬
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総合事業（通所型 従前の予防給付相当サービス／加算・減算）

通所型サービスの加算・減算（令和６年４月時点）
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総合事業（通所型 従前の予防給付相当サービス／加算・減算）

通所型サービスの加算・減算（令和６年６月時点）
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総合事業（緩和した基準によるサービスについて）

訪問型は制度移行前の生活管理指導員派遣事業を参考に従前相当の75％

通所型は総合事業移行前の介護予防事業を参考に従前相当の83％で実施します。

訪問型サービス

通所型サービス

基本報酬 改定前

１月当たり 週1回程度 882単位

週2回程度 1,762単位

基本報酬 令和6年度改正

１月当たり 週1回程度 882単位

週2回程度 1,762単位

基本報酬 改定前

1月当たり 1,388単位

基本報酬 改定前

1月当たり 1,493単位


